
別の場所に避難 屋内で安全を確保

マイナポイント事業についてはマイナンバーカード総合フリーダイヤル ☎０１２０‐９５‐０１７８
申し込み支援については未来の芽創造課 ☎０２７‐８９８‐６４２７

マイナンバーカード活用でポイントゲット
上限5,000円分がもらえます
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　国が9月から実施する消費活性化策、マイナポ
イントの申し込みを受け付け中。マイナポイント
とは、マイナンバーカードを使って、マイナポイン
トの予約・申し込みを行い、選択したキャッシュレ
ス決済サービスで9月以降にチャージや買い物
をすると、利用金額の25％（上限５，０００円分）の

● マイナポイントの予約と申し込みを支援
　マイナポイントの予約と申し込みを支援しま
す。使用したいキャッシュレス決済サービスを事
前に１つ選んだうえで、窓口へお越しください。詳
しくは本市マイナポイント特設サイト
をご覧ください。
用意する物＝マイナンバーカード、マイナンバー
カードの暗証番号４桁、選択するキャッシュレス決
済サービスのIDなどの登録情報

風水害時に開設予定の自主避難所（14カ所） 風水害時に開設予定の指定避難所（26カ所）
台風接近による大雨の影響で、洪水や土砂災害等の災害
発生の危険性が高くなると予想されるとき、接近前にあ
らかじめ開設します。

洪水や土砂災害等の災害発生の危険性が高まったとき、
避難情報の発令とともに開設します。

市役所、城南・粕川（※）支所、市民サービスセンター（上
川淵、芳賀、桂萱（※）、元総社、総社、南橘（※）、清里、永明

（※））、大胡・宮城・富士見公民館

桃井・中川・若宮・天川・広瀬・山王・わかば・桂萱東・桃川・
二之宮・大胡・大胡東・時沢小、第一・第三（※）・みずき・第
五・第七（※）・広瀬・芳賀・桂萱（※）・東・箱田・鎌倉（※）・木瀬

（※）・荒砥中
※本年度から新たに開設する施設

ポイントが付与されるものです。
　申し込み手順や選択できるキャッシュレス決済
サービスなど、詳しくは総務省マイナ
ポイント事業のホームページをご覧
ください。

用意する物＝マイナンバーカードを読み取れる
スマートフォンかカードリーダー

❷❸の手続きは手元の端末から

❶はオンラインか郵送で申請が可能

<スマートフォンの場合> <パソコンの場合>

マイナポイントアプリ

詳しくは
こちらから

App store Google Play

９月から来年３月末までの利用
分を、選択したキャッシュレス
決済サービスのポイントとして
付与します。

市役所 1 階や郵便局
で申請支援も実施し
ています。

※ 各社キャッシュレス決済サービスのアプリなどからも申し込みが
できます。

マイキープラットフォーム
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● 最寄りの避難所を確認してください マイナンバーカードを取得1

マイナポイントの予約（マイキーIDを設定）2

マイナポイントの申し込み3

9月～ チャージか買い物でポイント付与

マイキーID設定支援日程
会場 期日

大胡支所 平日、9時～17時
富士見支所 平日、9時～17時

けやきウォーク前橋
(文京町二丁目)

土日曜・祝日、10時～18時
※7月23日㈭はシステムメンテナン
スのため中止

本庁1階特設窓口 平日、9時～17時

災害危険区域内にいる場合 災害危険区域外や
外に出ることが危険な場合

暮らしのガイドブックの広告を募集
全世帯配布の冊子でPRを

　本市の市政情報などを掲載した、暮らしのガイドブ
ックをサイネックスと協働で発行。この冊子に掲載す
る有料広告を募集します。募集は8月31日㈪までを予
定。冊子は11月頃に、市内の全世帯に配布予定です。
対象＝企業や団体
掲載スペース＝縦60mm×横58mmから
費用＝6万6,000円から
申し込み＝サイネックス
☎０２７‐３５３‐８３９１へ

未来の芽創造課 ☎0２７‐898‐6427市政発信課 ☎0２７‐898‐5847

複数社のキャッシュレス決済に対応
JPQR導入を検討する事業者へ

　JPQRの事業者向け説明会を開催します。JPQRと
は、コード決済の統一規格。複数社の決済二次元コ
ードを、統一化することで、１枚の二次元コードで複
数社の決済に対応します。詳しくはJPQRホームペー
ジをご覧ください。
日時＝７月20日㈪14時
会場＝前橋商工会議所
申し込み＝7月16日㈭までにメールで。事業者名（ふ
りがな）・業種・連絡先・連絡担当者名・役職を記入し
未来の芽創造課 mira i@ci ty .maebashi .
gunma.jpへ

●  命を奪う恐れのある災害危険区域とは
・土砂災害警戒（特別警戒）区域 ・土砂災害危険箇所
・想定浸水深が３ｍを超える区域 ・家屋倒壊等氾濫想定区域 

安全な地域にある親戚や知人宅も、避難
先として検討してください。
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